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新宿区福祉部地域包括ケア推進課



～令和3年3月 令和3年4月～

訪問介護相当 訪問介護相当
要支援１ 要支援２ 事業対象者 サービス費Ⅳ サービス費Ⅳ

〇 〇 〇
1回あたり 1回あたり

267単位 268単位★
（3,043円） （3,055円）

訪問介護相当サービス費Ⅰ 訪問介護相当サービス費Ⅰ

1月あたり 1月あたり

1,172単位 1,176単位★
（13,360円） （13,406円）

訪問介護相当 訪問介護相当
要支援１ 要支援２ 事業対象者 サービス費Ⅴ サービス費Ⅴ

〇 〇 〇
1回あたり 1回あたり

271単位 272単位★
（3,089円） （3,100円）

訪問介護相当サービス費Ⅱ 訪問介護相当サービス費Ⅱ

1月あたり 1月あたり

2,342単位 2,349単位★
（26,698円） （26,778円）

訪問介護相当 訪問介護相当
要支援１ 要支援２ 事業対象者 サービス費Ⅵ サービス費Ⅵ

× 〇 〇
1回あたり 1回あたり

286単位 287単位★
（3,260円） （3,271円）

訪問介護相当サービス費Ⅲ 訪問介護相当サービス費Ⅲ

1月あたり 1月あたり

3,715単位 3,727単位★
（42,351円） （42,487円）

要支援１ 要支援２ 事業対象者 生活援助 生活援助
〇 〇 〇 サービス費 サービス費

1回あたり 1回あたり

140単位 141単位★
（1,596円） （1,607円）

1単位：11.40円 1単位：11.40円

□ 「訪問介護相当サービス」は利用する事業所により他に費用が加算されます。
「生活援助サービス」は加算はありません。

□

介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス の主な変更内容

算定可能回数は、「訪問介護相当サービス」と「生活援助サービス」合計で要支援1は週2回程度まで、
要支援2と事業対象者は週3回程度までです。

1月につき週2回を超える程度

1月の中で全部で9回から12回まで

★5週（同じ曜日が月に5回）あり、12回を
超えた利用とならざるを得ない場合などは、
月額包括単位を適用します。

対象

1月につき週2回程度
<生活援助のみのサービス>
1月の中で全部で8回まで

★5週（同じ曜日が月に5回）あり、8回を
超えた利用とならざるを得ない場合は、
1月の中で10回までの利用が可能です。
1回あたりの単位は変わりません。
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★ 令和3年4月から9月までの間は、所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定します。
👉 小数点以下第1位を四捨五入します。ただし、1単位未満となる場合は小数点以下を切り上げます。

令和3年4月1日からの

対象

対象

1月につき週1回程度

1月の中で全部で4回まで

★5週（同じ曜日が月に5回）あり、4回を
超えた利用とならざるを得ない場合などは、
月額包括単位を適用します。

対象

1月につき週2回程度

1月の中で全部で5回から8回まで

★5週（同じ曜日が月に5回）あり、8回を
超えた利用とならざるを得ない場合などは、
月額包括単位を適用します。

➡



訪問介護相当サービス費 新旧単位表
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【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度（5週（同じ曜日が月に5

回）あり、1月の中で全部で8回を超えた利用となら

ざるを得ない場合などに適用）＊ /月

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者20人以上にサービスを行う場合×90％
2,114

241

訪問介護相当サービス費

Ⅲ

【要支援２・事業対象者】

1月につき週2回を超える程度（5週（同じ曜日が月

に5回）あり、1月の中で全部で12回を超えた利用と

ならざるを得ない場合などに適用）＊ /月

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者20人以上にサービスを行う場合×90％
3,354

基　本
～令和3年3月 令和3年4月～

内容 単位 内容 単位

1,055

変

　

更

　

あ

　

り

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者20人以上にサービスを行う場合×90％

訪問介護相当サービス費

Ⅱ

訪問介護相当サービス費

Ⅰ

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週1回程度（5週（同じ曜日が月に5

回）あり、1月の中で全部で4回を超えた利用となら

ざるを得ない場合などに適用）＊ /月

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者20人以上にサービスを行う場合×90％
1,058

訪問介護相当サービス費

Ⅳ

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週1回程度（1月の中で全部で4回ま

でのサービスを行った場合）
/回

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同

一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

×90％

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週1回程度（1月の中で全部で4回ま

でのサービスを行った場合）

267

/回

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同

一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

×90％

240

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週1回程度（5週（同じ曜日が月に5

回）あり、1月の中で全部で4回を超えた利用となら

ざるを得ない場合などに適用）＊

1,172
/月

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者20人以上にサービスを行う場合×90％

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度（5週（同じ曜日が月に5

回）あり、1月の中で全部で8回を超えた利用となら

ざるを得ない場合などに適用）＊

2,342
/月

【要支援２・事業対象者】

1月につき週2回を超える程度（5週（同じ曜日が月

に5回）あり、1月の中で全部で12回を超えた利用と

ならざるを得ない場合などに適用）＊

3,715
/月

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者20人以上にサービスを行う場合×90％

訪問介護相当サービス費

Ⅴ

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度（1月の中で全部で5回か

ら8回までのサービスを行った場合）
/回

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同

一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

×90％

245

/回

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同

一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

×90％

244

【要支援２・事業対象者】

1月につき週2回を超える程度（1月の中で全部

で9回から12回までのサービスを行った場合）

286

/回

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同

一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

×90％

257

訪問介護相当サービス費

Ⅵ

【要支援２・事業対象者】

1月につき週2回を超える程度（1月の中で全部

で9回から12回までのサービスを行った場合）
/回

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度（1月の中で全部で5回か

ら8回までのサービスを行った場合）

271

＊5週（同じ曜日が月に5回）あり、月の利用限度回数を超えた利用とならざる

を得ない場合などは、訪問介護相当サービス費Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを適用する。

3,344

2,108

令和3年4月から9月までの間は、所定単位数の1000分の1001に相当する

単位数を算定する。

★
1,176

2,349

3,727

268
★

★

★

272
★

287
★

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同

一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

×90％

258



訪問介護相当サービス費 新旧単位表

/月 /月

特別地域加算
【区分支給限度基準額算定対象外】

厚生労働大臣が定める地域（奄美群島や小笠原

諸島、離島など）に所在する事業所がサービスを行っ

た場合

所定単位数（訪問介護相当サービス費）×15％

/月

加　算
～令和3年3月 令和3年4月～

内容 単位 内容 単位

厚生労働大臣が定める地域（奄美群島や小笠原

諸島、離島など）に所在する事業所がサービスを行っ

た場合

所定単位数（訪問介護相当サービス費）×15％

/月

変

　

更

　

な

　

し

中山間地等居住者サービス

提供加算
【区分支給限度基準額算定対象外】

厚生労働大臣が定める地域（離島振興対策実施

地域、振興山村など）に居住する利用者に対して

サービスを行った場合

所定単位数（訪問介護相当サービス費）×5％

　 /月

中山間地等小規模事業所

加算
【区分支給限度基準額算定対象外】

厚生労働大臣が定める地域（過疎地域、特定農山

村地域など）に所在する小規模事業所がサービスを

行った場合

所定単位数（訪問介護相当サービス費）×10％

　 /月

初回加算 初回のサービス提供を行った日の属する月に加算 200

生活機能向上連携加算

（Ⅰ）

①介護予防訪問リハ・介護予防通所リハ事業所又

はリハを実施している医療提供施設（原則200床未

満）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医

師からの助言を受けることができる体制を構築し、助

言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の

向上を目的とした個別サービス計画を作成すること

②介護予防訪問リハ・介護予防通所リハ事業所又

はリハを実施している医療提供施設（原則200床未

満）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医

師は、介護予防訪問リハ等のサービス提供の場におい

て、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態

を把握した上で、助言を行うこと

①②を定期的に行う場合に最初に行った日の属する

月に加算

100

/月

生活機能向上連携加算

（Ⅱ）

介護予防訪問リハ・介護予防通所リハ事業所又はリ

ハを実施している医療提供施設（原則200床未

満）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医

師がリハの一環として利用者の自宅を訪問する際に、

理学療法士等と連携して訪問介護相当サービスを

行ったときに、最初の訪問介護相当サービスを行った

月以降3月の間で加算

（生活機能向上連携加算（Ⅰ）との併算定不

可）

200

①介護予防訪問リハ・介護予防通所リハ事業所又

はリハを実施している医療提供施設（原則200床未

満）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医

師からの助言を受けることができる体制を構築し、助

言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の

向上を目的とした個別サービス計画を作成すること

②介護予防訪問リハ・介護予防通所リハ事業所又

はリハを実施している医療提供施設（原則200床未

満）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医

師は、介護予防訪問リハ等のサービス提供の場におい

て、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態

を把握した上で、助言を行うこと

①②を定期的に行う場合に最初に行った日の属する

月に加算

100

/月

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件のいずれか

を満たす場合に加算

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の90/100

200

所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×55/1000

介護予防訪問リハ・介護予防通所リハ事業所又はリ

ハを実施している医療提供施設（原則200床未

満）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医

師がリハの一環として利用者の自宅を訪問する際に、

理学療法士等と連携して訪問介護相当サービスを

行ったときに、最初の訪問介護相当サービスを行った

月以降3月の間で加算

（生活機能向上連携加算（Ⅰ）との併算定不

可）

厚生労働大臣が定める地域（過疎地域、特定農山

村地域など）に所在する小規模事業所がサービスを

行った場合

所定単位数（訪問介護相当サービス費）×10％

　 /月

厚生労働大臣が定める地域（離島振興対策実施

地域、振興山村など）に居住する利用者に対して

サービスを行った場合

所定単位数（訪問介護相当サービス費）×5％

　 /月

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件のいずれも

満たさない場合に加算

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の80/100

/月

/月

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件のいずれも

満たさない場合に加算

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ+職場環境等要件を満た

す場合に加算
/月

所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×137/1000

/月

/月

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件を満たす

場合に加算

所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×100/1000

/月

/月

キャリアパス要件Ⅰ又はⅡ+職場環境等要件を満た

す場合に加算

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件のいずれか

を満たす場合に加算

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算

（Ⅱ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算

（Ⅲ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算

（Ⅳ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算

（Ⅴ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

/月
介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の90/100

（令和4年3月31日まで算定可能）

/月
所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×55/1000

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ+職場環境等要件を満た

す場合に加算

所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×137/1000

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件を満たす

場合に加算

所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×100/1000

キャリアパス要件Ⅰ又はⅡ+職場環境等要件を満た

す場合に加算

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのい

ずれかを算定している場合で、併設の指定訪問介護

事業所において特定事業所加算（Ⅰ）又は

（Ⅱ）を算定していること /月

所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×63/1000

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅱ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのい

ずれかを算定している場合
/月

所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×42/1000

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのい

ずれかを算定している場合で、併設の指定訪問介護

事業所において特定事業所加算（Ⅰ）又は

（Ⅱ）を算定していること /月

所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×63/1000

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのい

ずれかを算定している場合
/月

所定単位（訪問介護相当サービス費+初回加算+

生活機能向上連携加算）×42/1000

/月
介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の80/100

（令和4年3月31日まで算定可能）

初回のサービス提供を行った日の属する月に加算 200



生活援助サービス費 新旧単位表

★

変

更
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生活援助サービス費
【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度
140 /回

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度
/回

基　本
～令和3年3月 令和3年4月～

内容 単位 内容 単位

令和3年4月から9月までの間は、所定単位数の1000分の1001に相当する

単位数を算定する。

141
★



～令和3年3月 令和3年4月～

通所介護相当 通所介護相当
要支援１ 要支援２ 事業対象者 サービス費 サービス費

〇 × 〇 1（回数） 1（回数）

1回あたり 1回あたり

380単位 384単位★
（4,142円） （4,185円）

通所介護相当サービス費１ 通所介護相当サービス費１

1月あたり 1月あたり

1,655単位 1,672単位★
（18,039円） （18,224円）

通所介護相当 通所介護相当
要支援１ 要支援２ 事業対象者 サービス費 サービス費

× 〇 〇 2（回数） 2（回数）

1回あたり 1回あたり

391単位 395単位★
（4,261円） （4,305円）

通所介護相当サービス費2 通所介護相当サービス費2

1月あたり 1月あたり

3,393単位 3,428単位★
（36,983円） （37,365円）

要支援１ 要支援２ 事業対象者 　 　
〇 〇 〇 　 　

ミニデイ ミニデイ
サービス費 サービス費

1回あたり 1回あたり

187単位 189単位★
（2,038円） （2,060円）

要支援１ 要支援２ 事業対象者

〇 〇 〇

通所型短期集中 通所型短期集中
サービス費 サービス費

1回あたり 1回あたり

482単位 528単位★
（5,253円） （5,755円）

　 　

1単位：10.90円 1単位：10.90円

□

□

□

□
□

➡

令和3年4月1日からの

1月につき週2回程度
<送迎・入浴含む〉

◇要支援2は1月の中で全部で
1回から8回まで

◇事業対象者は1月の中で全部で
5回から8回まで

★5週（同じ曜日が月に5回）あり、8回を
超えた利用とならざるを得ない場合などは、
月額包括単位を適用します。

介護予防・生活支援サービス事業 通所型サービス の主な変更内容

対象

1月につき週1回程度
<送迎・入浴含む〉

1月の中で全部で4回まで

★5週（同じ曜日が月に5回）あり、4回を
超えた利用とならざるを得ない場合などは、
月額包括単位を適用します。

対象

通

所

介

護

相

当

サ

ー

ビ

ス

対象

1月につき週3回程度
（要支援1のみ週2回程度）

<原則として3か月間>

◇要支援1は1月の中で
全部で8回まで

◇要支援2・事業対象者は1月の中で
全部で12回まで

★5週（同じ曜日が月に5回）あり、8回
又は12回を超えた利用とならざるを得ない
場合は、1月の中で10回又は15回までの
利用が可能です。
1回あたりの単位は変わりません。

★ 令和3年4月から9月までの間は、所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定します。
👉 小数点以下第1位を四捨五入します。ただし、1単位未満となる場合は小数点以下を切り上げます。

ミ

ニ

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

通

所

型

短

期

集

中

サ

ー

ビ

ス

事業対象者に「通所型短期集中サービス」を週3回程度まで算定する場合、区分支給限度額変更の協議が必要です。

対象

1月につき週2回程度
（要支援1のみ週1回程度）

◇要支援1は1月の中で
全部で4回まで

◇要支援2・事業対象者は1月の中で
全部で8回まで

★5週（同じ曜日が月に5回）あり、4回
又は8回を超えた利用とならざるを得ない
場合は、1月の中で5回又は10回までの
利用が可能です。
1回あたりの単位は変わりません。

算定可能回数は、「通所介護相当サービス」と「ミニデイサービス」合計で要支援1は週1回程度まで、
要支援2と事業対象者は週2回程度までです。

「通所型短期集中サービス」は「通所介護相当サービス」及び「ミニデイサービス」との併用はできません。

「通所介護相当サービス」は、利用するメニューや利用する事業所により他に費用が加算されます。
「ミニデイサービス」「通所型短期集中サービス」は加算はありません。



通所介護相当サービス費 新旧単位表

★

基　本
～令和3年3月 令和3年4月～

内容 単位 内容 単位

/月

減

　

算

利用者の数が利用定員を超える場合

×70％
1,170

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70％

266

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70％
266

利用者の数が利用定員を超える場合

×70％

1,170

利用者の数が利用定員を超える場合

×70％
269

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70％
269

【要支援１・事業対象者】

1月につき週1回程度（1月の中で全部で4回ま

でのサービスを行った場合）

（送迎・入浴込み）

380

/回

減

　

算

利用者の数が利用定員を超える場合

×70％

【要支援１・事業対象者】

1月につき週1回程度（5週（同じ曜日が月に5

回）あり、1月の中で全部で4回を超えた利用となら

ざるを得ない場合などに適用）＊

（送迎・入浴込み）

1,655

/月

減

　

算 看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70％
1,159

【要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度（5週（同じ曜日が月に5

回）あり、1月の中で全部で8回を超えた利用となら

ざるを得ない場合などに適用）＊

（送迎・入浴込み）

3,393

/月

減

　

算

利用者の数が利用定員を超える場合

×70％
2,375

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70％
2,375

1,159

通所介護相当サービス費

1

【要支援１・事業対象者】

1月につき週1回程度（5週（同じ曜日が月に5

回）あり、1月の中で全部で4回を超えた利用となら

ざるを得ない場合などに適用）＊

（送迎・入浴込み）

変

　

更

　

あ

　

り

通所介護相当サービス費

2(回数）

【要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度（1月の中で全部で5回か

ら8回までのサービスを行った場合）

（送迎・入浴込み）
/回

減

　

算

利用者の数が利用定員を超える場合

×70％
277

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70％
277

/月

減

　

算

利用者の数が利用定員を超える場合

×70％
2,400

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70％

通所介護相当サービス費

1(回数)

【要支援１・事業対象者】

1月につき週1回程度（1月の中で全部で4回ま

でのサービスを行った場合）

（送迎・入浴込み）
/回

減

　

算

通所介護相当サービス費

2

【要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度（5週（同じ曜日が月に5

回）あり、1月の中で全部で8回を超えた利用となら

ざるを得ない場合などに適用）＊

（送迎・入浴込み）

2,400

【要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度（1月の中で全部で5回か

ら8回までのサービスを行った場合）

（送迎・入浴込み）

391

/回

減

　

算

＊5週（同じ曜日が月に5回）あり、月の利用限度回数を超えた利用とならざる

を得ない場合などは、通所介護相当サービス費1・2を適用する。

（注）要支援２の方は週１回程度の利用の場合も「通所介護相当サービス費2（回数）」

　　　　(395単位/回）又は「通所介護相当サービス費2」（3,428単位/月）を適用する。

利用者の数が利用定員を超える場合

×70％
274

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70％
274

令和3年4月から9月までの間は、所定単位数の1000分の1001に相当する

単位数を算定する。

1,672
★

3,428
★

384
★

395
★



通所介護相当サービス費 新旧単位表

/月

160 /月

若年性認知症利用者受入

加算

若年性認知症利用者（初老期による認知症によっ

て要支援者等になった者）ごとに個別の担当者を定

めている場合に加算

240 /月

若年性認知症利用者（初老期による認知症によっ

て要支援者等になった者）ごとに個別の担当者を定

めている場合に加算

240 /月

口腔機能向上加算

利用者の低栄養状態の改善等を目的として個別に

実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利

用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認めら

れるものを行った場合に加算（必要に応じて居宅を

訪問）（原則として3月以内）

（外部の管理栄養士の実施でも算定可）

200 /月栄養改善加算

利用者の低栄養状態の改善等を目的として個別に

実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利

用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認めら

れるものを行った場合に加算

（外部の管理栄養士の実施でも算定可）

150 /月

利用者の口腔機能の向上を目的として個別に実施さ

れる口腔清掃の指導若しくは実施等であって、利用

者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められ

るものを行った場合に加算

150 /月

口腔機能向上加算（Ⅰ）

利用者の口腔機能の向上を目的として個別に実施さ

れる口腔清掃の指導若しくは実施等であって、利用

者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められ

るものを行った場合に加算（口腔機能向上加算

（Ⅱ）との併算定不可）

150

栄養アセスメント加算

管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメン

ト（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき

課題を把握すること）を行った場合に加算

（栄養改善加算、選択的サービス複数実施加算、

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）の算定に係る栄

養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービ

スが終了した月は算定不可）

50 /月

選択的サービス複数実施加

算

（Ⅰ）

選択的サービス複数実施加

算

（Ⅱ）

運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔

機能向上サービスのうち2種類のサービスを実施した

場合に加算

（いずれかのサービスを週に1回以上、1月につき2回

以上行っていること）

480 /月

運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔

機能向上サービス3種類全てを実施した場合に加算

（いずれかのサービスを週に1回以上、1月につき2回

以上行っていること）

700 /月

運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔

機能向上サービス3種類全てを実施した場合に加算

（いずれかのサービスを週に1回以上、1月につき2回

以上行っていること）

700 /月

単位

加　算　・　減　算
～令和3年3月 令和3年4月～

内容 単位 内容

△752 /月

【通所介護相当サービス費１又は 1(回数)】

【要支援１・事業対象者】

事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一

建物から事業所に通う者に対してサービスを行った場

合に減算

△376 /月

【通所介護相当サービス費２又は２(回数)】

【要支援２・事業対象者】

事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一

建物から事業所に通う者に対してサービスを行った場

合に減算

△752 /月

厚生労働大臣が定める地域（過疎地域、特定農山

村地域など）に所在する小規模事業所がサービスを

行った場合

所定単位数（通所介護相当サービス費）×5％

　 /月

厚生労働大臣が定める地域（過疎地域、特定農山

村地域など）に所在する小規模事業所がサービスを

行った場合

所定単位数（通所介護相当サービス費）×5％

　 /月

【通所介護相当サービス費１又は 1(回数)】

【要支援１・事業対象者】

事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一

建物から事業所に通う者に対してサービスを行った場

合に減算

△376 /月

225 /月運動器機能向上加算

利用者の運動器の機能向上を目的として個別に実

施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の

維持又は向上に資すると認められるものを行った場合

に加算

225 /月

利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題

を有する複数の利用者からなるグループに対して実施

される日常生活上の支援のための活動を行った場合

に加算

100 /月
生活機能向上グループ活動

加算

利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題

を有する複数の利用者からなるグループに対して実施

される日常生活上の支援のための活動を行った場合

に加算

100 /月

/月

事業所評価加算
評価対象期間（加算算定年度の初日の属する年の

前年の1月から12月までの期間）における利用実人

員が10人以上等の基準に適合している場合に加算

120 /月

利用者の運動器の機能向上を目的として個別に実

施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の

維持又は向上に資すると認められるものを行った場合

に加算

口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機

能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提

出し、口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のため

に必要な情報を提供している場合に加算（原則とし

て3月以内）（口腔機能向上加算（Ⅰ）との併算

定不可）

変

　

更

　

な

　

し

変

　

更

　

あ

　

り

変

　

更

　

な

　

し

新

設

中山間地等小規模事業所

加算
【区分支給限度基準額算定対象外】

同一建物減算

評価対象期間（加算算定年度の初日の属する年の

前年の1月から12月までの期間）における利用実人

員が10人以上等の基準に適合している場合に加算

【通所介護相当サービス費２又は２(回数)】

【要支援２・事業対象者】

事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一

建物から事業所に通う者に対してサービスを行った場

合に減算

口腔機能向上加算（Ⅱ）

運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔

機能向上サービスのうち2種類のサービスを実施した

場合に加算

（いずれかのサービスを週に1回以上、1月につき2回

以上行っていること）

480

120 /月



通所介護相当サービス費 新旧単位表

変

　

更

　

あ

　

り

サービス提供体制強化加算

（Ⅱ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）イ
【区分支給限度基準額算定対象外】

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）ロ
【区分支給限度基準額算定対象外】

【通所介護相当サービス費１又は 1(回数)】

【要支援１・事業対象者】

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

50/100以上であり、定員超過利用、人員基準欠

如に該当していない場合に加算

72 /月

【通所介護相当サービス費２又は２(回数)】

【要支援２・事業対象者】

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

50/100以上であり、定員超過利用、人員基準欠

如に該当していない場合に加算

144

サービス提供体制強化加算

（Ⅲ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

【通所介護相当サービス費１又は 1(回数)】

【要支援１・事業対象者】

以下のいずれかに該当する場合に加算

①介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合

が70/100以上

②勤続10年以上の介護福祉士25/100以上

88 /月

【通所介護相当サービス費２又は２(回数)】

【要支援２・事業対象者】

以下のいずれかに該当する場合に加算

①介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合

が70/100以上

②勤続10年以上の介護福祉士25/100以上

176 /月

【通所介護相当サービス費２又は２(回数)】

【要支援２・事業対象者】

利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続年数3

年以上の者の占める割合が30/100以上であり、定

員超過利用、人員基準欠如に該当していない場合

に加算

48 /月

/月

【通所介護相当サービス費１又は 1(回数)】

【要支援１・事業対象者】

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

40/100以上であり、定員超過利用、人員基準欠

如に該当していない場合に加算

48 /月

【通所介護相当サービス費２又は２(回数)】

【要支援２・事業対象者】

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

40/100以上であり、定員超過利用、人員基準欠

如に該当していない場合に加算

96

加　算　・　減　算

内容 単位

～令和3年3月 令和3年4月～

【通所介護相当サービス費１又は 1(回数)】

【要支援１・事業対象者】

以下のいずれかに該当する場合に加算

①介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合

が40/100以上

②利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続7年

以上30/100以上

24 /月

【通所介護相当サービス費２又は２(回数)】

【要支援２・事業対象者】

以下のいずれかに該当する場合に加算

①介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合

が40/100以上

②利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続7年

以上30/100以上

48 /月

/月

【通所介護相当サービス費１又は 1(回数)】

【要支援１・事業対象者】

利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続年数3

年以上の者の占める割合が30/100以上であり、定

員超過利用、人員基準欠如に該当していない場合

に加算

24

サービス提供体制強化加算

（Ⅱ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

/月

内容 単位

【通所介護相当サービス費１又は 1(回数)】

【要支援１・事業対象者】

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

50/100以上の場合に加算

72 /月

【通所介護相当サービス費２又は２(回数)】

【要支援２・事業対象者】

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

50/100以上の場合に加算

144 /月



通所介護相当サービス費 新旧単位表

/月

/月

変

　

更

　

あ

　

り

以下のいずれの基準にも適合している場合に加算

①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認

知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な

情報を厚生労働省に提出

②必要に応じてサービス計画を見直すなど、①に規定

する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するた

めに必要な情報を活用

科学的介護推進体制加算

廃

止

新

　

設

口腔・栄養スクリーニング加

算（Ⅰ）

以下のいずれにも該当する場合に加算

（6月に1回を限度）

①利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔

の健康状態の確認を行い、情報を介護支援専門員

に提供

②利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養

状態の確認を行い、情報を介護支援専門員に提供

（栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能

向上加算との併算定不可）

20 /回

栄養スクリーニング加算
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄

養スクリーニングを行い、ケアマネに栄養状態に係る情

報を文書で共有した場合（6か月に1回を限度）

5 /回

生活機能向上連携加算

（Ⅰ）

介護予防訪問リハ若しくは介護予防通所リハを実施

している事業所又はリハを実施している医療提供施

設（200床未満）の理学療法士等や医師からの助

言を受けることができる体制を構築し、助言を受けたう

えで機能訓練指導員等が個別機能訓練計画等を

作成した場合に加算（3月に1回を限度）（生活

機能向上連携加算（Ⅱ）との併算定不可）

介護予防訪問リハ若しくは介護予防通所リハの理学

療法士等が利用者宅を訪問して行う場合又はリハを

実施している医療提供施設（200床未満）の理学

療法士等が訪問して行う場合に加算（生活機能向

上連携加算（Ⅰ）との併算定不可）

加　算　・　減　算
～令和3年3月 令和3年4月～

内容

40 /月

単位 内容 単位

100

200

/月

/月

口腔・栄養スクリーニング加

算（Ⅱ）

以下のいずれかに該当する場合に加算

（6月に1回を限度）

①利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔

の健康状態の確認を行い、情報を介護支援専門員

に提供

 (栄養アセスメント加算、栄養改善加算を算定してお

り口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)を算定できない

場合のみ算定可)

②利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養

状態の確認を行い、情報を介護支援専門員に提供

(口腔機能向上加算を算定しており口腔・栄養スク

リーニング加算(Ⅰ)を算定できない場合のみ算定可)

5 /回

生活機能向上連携加算

・介護予防訪問リハ若しくは介護予防通所リハを実

施している事業所又はリハを実施している医療提供

施設（200床未満）の理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士、医師が事業所を訪問し、事業所の職

員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画

等を作成

・リハ専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗

状況を3月ごとに1回以上評価し、計画・訓練内容

等の見直し

上記を行った場合に加算

200 /月

ただし、運動器機能向上加算を算定している場合の

加算は半分
100

ただし、運動器機能向上加算を算定している場合の

加算は半分
100

生活機能向上連携加算

（Ⅱ）



通所介護相当サービス費 新旧単位表

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのい

ずれかを算定している場合

/月

所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+栄養

改善加算+口腔機能向上加算+選択的サービス複

数実施加算+事業所評価加算+サービス提供体制

強化加算+生活機能向上連携加算+栄養スクリー

ニング加算）×10/1000

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのい

ずれかを算定している場合で、サービス提供体制強化

加算（Ⅰ）イを算定していること

/月
所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+栄養

改善加算+口腔機能向上加算+選択的サービス複

数実施加算+事業所評価加算+サービス提供体制

強化加算+生活機能向上連携加算+栄養スクリー

ニング加算）×12/1000

介護職員処遇改善加算

（Ⅴ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

変

　

更

　

あ

　

り

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件を満たす

場合に加算

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件を満たす

場合に加算

/月

所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+栄養

改善加算+口腔機能向上加算+選択的サービス複

数実施加算+事業所評価加算+サービス提供体制

強化加算+生活機能向上連携加算+栄養スクリー

ニング加算）×43/1000

/月

所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+若年

性認知症利用者受入加算＋栄養アセスメント加算

＋栄養改善加算+口腔機能向上加算+選択的

サービス複数実施加算+事業所評価加算+サービス

提供体制強化加算+生活機能向上連携加算+口

腔・栄養スクリーニング加算＋科学的介護推進体制

加算）×23/1000

/月

所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+若年

性認知症利用者受入加算＋栄養アセスメント加算

＋栄養改善加算+口腔機能向上加算+選択的

サービス複数実施加算+事業所評価加算+サービス

提供体制強化加算+生活機能向上連携加算+口

腔・栄養スクリーニング加算＋科学的介護推進体制

加算）×43/1000

/月

所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+栄養

改善加算+口腔機能向上加算+選択的サービス複

数実施加算+事業所評価加算+サービス提供体制

強化加算+生活機能向上連携加算+栄養スクリー

ニング加算）×23/1000

キャリアパス要件Ⅰ又はⅡ+職場環境等要件を満た

す場合に加算

キャリアパス要件Ⅰ又はⅡ+職場環境等要件を満た

す場合に加算

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件のいずれも

満たさない場合に加算

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件のいずれも

満たさない場合に加算
/月

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の80/100

（令和4年3月31日まで算定可能）

/月

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の80/100

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件のいずれか

を満たす場合に加算

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件のいずれか

を満たす場合に加算
/月

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の90/100

（令和4年3月31日まで算定可能）

/月

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の90/100

～令和3年3月 令和3年4月～

内容 単位 内容 単位

/月

所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+栄養

改善加算+口腔機能向上加算+選択的サービス複

数実施加算+事業所評価加算+サービス提供体制

強化加算+生活機能向上連携加算+栄養スクリー

ニング加算）×59/1000

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ+職場環境等要件を満た

す場合に加算

/月

所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+若年

性認知症利用者受入加算＋栄養アセスメント加算

＋栄養改善加算+口腔機能向上加算+選択的

サービス複数実施加算+事業所評価加算+サービス

提供体制強化加算+生活機能向上連携加算+口

腔・栄養スクリーニング加算＋科学的介護推進体制

加算）×59/1000

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ+職場環境等要件を満た

す場合に加算

/月

所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+若年

性認知症利用者受入加算＋栄養アセスメント加算

＋栄養改善加算+口腔機能向上加算+選択的

サービス複数実施加算+事業所評価加算+サービス

提供体制強化加算+生活機能向上連携加算+口

腔・栄養スクリーニング加算＋科学的介護推進体制

加算）×10/1000

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのい

ずれかを算定している場合で、サービス提供体制強化

加算（Ⅰ）イを算定していること

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅱ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのい

ずれかを算定している場合

/月

所定単位（通所介護相当サービス費+生活機能向

上グループ活動加算+運動器機能向上加算+若年

性認知症利用者受入加算＋栄養アセスメント加算

＋栄養改善加算+口腔機能向上加算+選択的

サービス複数実施加算+事業所評価加算+サービス

提供体制強化加算+生活機能向上連携加算+口

腔・栄養スクリーニング加算＋科学的介護推進体制

加算）×12/1000

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算

（Ⅱ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算

（Ⅲ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

介護職員処遇改善加算

（Ⅳ）
【区分支給限度基準額算定対象外】

加　算　・　減　算



ミニデイサービス費 新旧単位表

★

通所型短期集中サービス費 新旧単位表

★

通所型短期集中サービス費
【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週3回程度

（要支援１のみ週1回程度）

482 /回

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週3回程度

（要支援１のみ週1回程度）

/回

変

更

あ

り

基　本
～令和3年3月 令和3年4月～

内容 単位 内容 単位

ミニデイサービス費
【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度

（要支援１のみ週1回程度）

187 /回

【要支援１・要支援２・事業対象者】

1月につき週2回程度

（要支援１のみ週1回程度）

/回

変

更

あ

り

基　本
～令和3年3月 令和3年4月～

内容 単位 内容 単位

令和3年4月から9月までの間は、所定単位数の1000分の1001に相当する

単位数を算定する。

令和3年4月から9月までの間は、所定単位数の1000分の1001に相当する

単位数を算定する。

189
★

528
★



～令和3年3月 令和3年4月～

介護予防 介護予防
　原則的な介護予防ケアマネジメント ケアマネジメント費Ⅰ ケアマネジメント費Ⅰ

　・訪問介護相当サービス 1月あたり 1月あたり

　・通所介護相当サービス 431単位 438単位★
　・通所型短期集中サービス （4,913円） （4,993円）

初回加算Ⅰ（初回月のみ） 初回加算Ⅰ（初回月のみ）

300単位 300単位
（3,420円） （3,420円）

介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所連携加算

300単位
（3,420円）

【要支援1・2認定者のみ】

委託連携加算（初回月のみ）

300単位
（3,420円）

介護予防 介護予防

ケアマネジメント費Ⅱ ケアマネジメント費Ⅱ

　・生活援助サービス 初回月 1月あたり 初回月 1月あたり

　・ミニデイサービス 431単位 438単位★
（4,913円） （4,993円）

2か月目以降 1月あたり 2か月目以降 1月あたり

323単位 329単位★
（3,682円） （3,750円）

初回加算Ⅱ（初回月のみ） 初回加算Ⅱ（初回月のみ）

150単位 150単位
（1,710円） （1,710円）

介護予防 介護予防
　初回のみの介護予防ケアマネジメント ケアマネジメント費Ⅲ ケアマネジメント費Ⅲ

　・通所型住民主体サービス 初回月のみ 1月あたり 初回月のみ 1月あたり

216単位 219単位★
（2,462円） （2,496円）

1単位：11.40円 1単位：11.40円

★

委託連携加算

指定居宅介護支援事業所に委託した際に必
要な情報を当該事業所に提供し、ケアプラ
ン作成に協力した場合に算定可（初回月に
限り、利用者1人につき1回を限度）

令和3年4月1日からの

介護予防・生活支援サービス事業 介護予防ケアマネジメント費 の変更内容

➡

介

護

予

防

ケ

ア

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

費

ケアマネジメントA

初回加算Ⅰ

新規に介護予防ケアプランを作成する利用
者に対して初回加算として算定可

介護予防小規模多機能型
居宅介護事業所連携加算

小規模多機能型居宅介護の利用を開始する
際に必要な情報を当該事業所に提供し、ケ
アプラン作成に協力した場合に算定可（利
用開始日前6月以内に加算している場合は
不可）

ケアマネジメントＢ

　簡略化した介護予防ケアマネジメント

初回加算Ⅱ

新規に介護予防ケアプランを作成する利用
者に対して初回加算として算定可

ケアマネジメントＣ

令和3年4月から9月までの間は、介護予防ケアマネジメント費について、所定単位数の1000分の1001に
相当する単位数を算定します。
👉 小数点以下第1位を四捨五入します。ただし、1単位未満となる場合は小数点以下を切り上げます。



 

～令和3年3月 令和3年4月～

　
1月あたり 1月あたり

5,032単位 5,032単位
　 　

　 　
1月あたり 1月あたり

10,531単位 10,531単位
　 　

　 　
1月あたり 1月あたり

5,032単位 5,032単位

＊区長が特に必要と認めた場合 ＊区長が特に必要と認めた場合

1月あたり　10,531単位 1月あたり　10,531単位

□ 要支援1 及び 要支援2 の区分支給限度基準額は、介護保険法第53条第2項の規定に基づく
「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」
（平成12年2月10日　厚生省告示第33号）による。

□ 事業対象者の区分支給限度基準額は、退院直後で集中的にサービスを利用することで自立支援に
つながるケース等、利用者の状態により区長が特に必要と認めた場合は、要支援2と同じとする。

令和3年4月1日からの

介護予防・生活支援サービス事業 区分支給限度基準額 の変更内容

➡

区

分

支

給

限

度

基

準

額

要支援１

要支援２

事業対象者


